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「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」の周知徹底依頼 

 

   

 平成 22 年 11 月１日に施行した「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（平成 22

年厚生労働省告示第 380 号）」（以下「ヒト幹指針」という。）について、別添の厚生労

働省医政局長通知により、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に携わる者に対する周知徹底

をお願いしたところです。 

 昨今、複数の機関において、ヒト幹指針に定めた手続きを経ずにヒト幹細胞を用い

た臨床研究が実施されていたことが判明しました。 

 つきましては、患者の安全性の確保と再生医療の適正な実用化のために、必ずヒト

幹指針を遵守するよう、貴職管内の医療機関、研究機関等に対して、再度ヒト幹指針

の周知及び遵守の要請をお願い致します。 

 


